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これまでの議論の整理 
（とりまとめ素案） 

１ はじめに 
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律

第１１２号。以下「容器包装リサイクル法」という。）は、ごみの排出量の増大

や最終処分場のひっ迫等を踏まえ、家庭から排出されるごみ（一般廃棄物に該

当）のうち、容積で約６割を占める容器包装廃棄物について、排出抑制（リデ

ュース）や再商品化（リサイクル）の促進等により、一般廃棄物の減量化とと

もに資源の有効利用を図るため、平成７年６月に制定され、平成９年４月から

本格施行、平成１２年４月から完全施行されている。容器包装リサイクル法は、

平成１８年に改正され、当該改正法の附則第４条において、施行後５年を経過

した場合において、改正後の容器包装リサイクル法の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとされている。 
 このため、平成２５年９月から、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・

リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググループと中央環境審議会

循環型社会部会容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会の合同会合において、容

器包装リサイクル法の施行状況の点検が進められているところである。 
 食品の容器包装については、平成２５年１１月から、食品容器包装のリサイ

クルに関する懇談会において、今後の容器包装リサイクル制度のあり方につい

て、合同会合の議論やデータも参考にしつつ、多様な観点から検討を行ってき

たところである。 
 これまでの懇談会における検討を通じて明らかにされた容器包装リサイクル

制度の現状と課題、その対応方向を次のとおり整理する。 

 
２ 容器包装リサイクル制度の評価と課題 
（１）評価 
 我が国の一般廃棄物の排出量は平成１２年度をピークに減少傾向にあり、容

器包装の容積も法制定時の約６割から平成２４年度には約５割に減少している。

一般廃棄物最終処分場の残余年数も平成２４年度時点で１９．７年と増加傾向

にある（図１）。また、分別収集実施市町村の割合は増加し、素材別にリサイク

ルが進展している（図２）。 
我が国の容器包装リサイクル制度は、消費者が分別排出、自治体が分別収集、

事業者が再商品化という役割分担の下、それぞれの役割を的確に果たすことに

より、その目的である一般廃棄物の減量と資源の有効利用に効果を発揮してき

たと評価できる。 

 

資料２ 
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【図２】 

【図１】 

環境省：日本の廃棄物処理 平成 24年度版 
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（２）課題 
 一方、循環型社会形成推進基本法に定める循環型社会の形成についての基本

原則においては排出抑制が最優先とされており、また、今後予想される世界全

体での資源需要の制約等の状況をかんがみれば、容器包装廃棄物の排出抑制を

更に進めていくことが重要である。 
 また、分別収集・再商品化の進展に伴い、平成２２年度の市町村による容器

包装廃棄物の分別収集・選別保管費用は約２，５００億円1、平成２４年度の事

業者による再商品化費用は約４００億円2など、分別収集・選別保管を実施する

市町村、再商品化を実施する事業者ともに負担感が増大しており、将来にわた

って持続可能な制度とするため、社会的コストの抑制が求められている。 
 さらに、市町村の分別収集・選別保管費用は、住民税や国からの地方交付税

等の税金で負担されており、また、容器包装に係る費用が転嫁された商品も消

費者が購入するものであることから、容器包装の排出抑制・再生利用等に係る

費用を負担する者としての消費者の意識と行動が容器包装廃棄物の排出抑制・

再生利用等の動向を左右する。 
このため、容器包装リサイクル制度に関わる関係者の取組や推進状況の「見

える化」や一層の主体間連携を通じ、消費者自身の意識を高め、行動の変革に

つなげることを通じ、容器包装の排出抑制・再生利用等の更なる推進を図って

いくことが必要である。 

 
３ 食品の容器包装廃棄物の３Ｒ推進の問題意識と対応方向（案） 
（１）リデュース・リユース（２Ｒ） 
＜問題意識＞ 
食品の容器包装廃棄物のリデュースについては、事業者が自主的に数値目標

を定め、容器包装の軽量化・薄肉化、適正化等による使用量削減を推進してお

り、平成１８年度からの累計削減量は８素材合計で２３９万トンに上り、着実

に成果をあげているところである（図３）。 
一方、商品を選択・購入するのは消費者であるが、食品の販売価格に占める

容器包装に係る費用はわずかであり、容器包装に係る費用の多寡による価格差

は消費者への選択・購入インセンティブとしては小さく、商品の選択に及ぼす

効果は限定的である。このため、消費者に事業者のリデュースの取組に関する

情報を提供し、これに基づき、消費者が選択・購入行動を変革することが更な

るリデュースの促進のために必要である。 
また、食品の容器包装のリデュースに当たっては、 
① リサイクル適性は低下するものの複数の素材を組み合わせることも有効

であること 

                                                  
1 容器包装廃棄物の分別収集・選別保管費用に関する調査結果（平成２５年度環境省請負事業） 
2 （公財）日本容器包装リサイクル協会集計 
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② 容器包装の環境負荷に比べて、中味である食品が廃棄されることによる環

境負荷の方が大きいが、容器包装と食品ロスを同時に削減できる技術開発

の余地があること 
等の事情も勘案しながら、食品のライフサイクル全体でバランスのとれた環境

負荷低減を実現する容器包装の設計（以下「環境配慮設計」という。）を更に進

めていくことが必要である。 

 

 
なお、容器包装には内容物の保護や便利性等の機能が求められるが、食品の

容器包装については消費者の関心の高い食の安全・安心の観点から、その他の

容器包装以上に内容物の品質保護や安全性確保を求められている。このため、

我が国では食品衛生法やそれに基づく規格基準、業界の自主基準等により、食

品の容器包装について厳格な管理が実施されており、食品の容器包装のリデュ

ースの更なる推進に当たってはこれらの厳格な管理が前提であることに留意が

必要である。 
また、食品の容器包装廃棄物の再使用（リユース）については、ガラスびん

で規格の統一化や地域での回収システムの構築が事業者の自主的な取組により

進められているところである。一方、社会構造やライフスタイルの変化、それ

に伴う流通構造の変化等により、リユースびんの使用量は年々減少しており、

家庭から排出されるびんについては、地域や回収ルートが限定されたリユース

システムが経済合理性のある形で展開されている。 

 
＜対応方向＞ 

【図３】 
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食品の容器包装のリデュースは事業者の努力により着実に成果を上げている

ところであり、引き続き、事業者の産業活動への過度な制約を避け的確かつ能

動的にリデュースを推進していくことができるよう、事業者の自主的な取組を

ベースにすることが適当である。 
この事業者の自主的な取組を促進していくためには、消費者が事業者の取組

を理解し、その商品を選択・購入することが重要であり、容器包装に関わる主

体が協働するコンソーシアムのような形で、相互理解や主体間連携を一層推進

し、消費者の行動変革を促すとともに、事業者の容器包装の環境配慮設計を推

進していくことが有効である。 
また、食品の容器包装のリユースについては、社会構造等の変化を踏まえれ

ば、関係者が連携し、地域等を限定したシステムを構築していってはどうか。 

 
（２）リサイクル 
① 役割分担・費用分担 
＜問題意識＞ 
我が国の容器包装リサイクル法は、消費者が分別排出、自治体が分別収集、

事業者がリサイクルという役割分担とされており、拡大生産者責任（ＥＰＲ）

の考え方に基づき、既に事業者がその商品使用後の責任を果たしている。 
また、一般廃棄物の排出量は年々減少し、リサイクルも順調に進展している

ことから、現行の役割分担・費用分担は有効に機能していると評価できる。 
一方、市町村は分別収集・選別保管費用の負担が大きいと認識し、費用分担

を変更し、ＥＰＲにより市町村の財政事情改善を求める声もある。しかしなが

ら、当該変更による社会的コスト削減や環境負荷低減の効果は明らかにされて

おらず、費用分担者が異なる場合は市町村の合理化意識の低下といったモラル

ハザードにつながるおそれがあるとの声もあるところである。 
また、市町村による容器包装廃棄物の選別作業と再商品化事業者による選別

作業について、重複があるので一体化することで効率化できるという意見と、

異なる作業内容であり安全性確保の面からも一体化はできないという意見があ

る。 

 
＜対応方向＞ 
現在の役割分担・費用分担の下で、事業者による環境配慮設計の進展、市町

村による分別収集の推進及び消費者による分別排出の徹底を通じ、一般廃棄物

の減少やリサイクル率の向上等、一定の成果が認められる。今後は、各主体の

役割の深化とともに、３Ｒ推進に向けて、主体間連携や社会コストの低減を一

層図っていくことが必要である。 
上記の成果や廃棄物処理の優先順位を踏まえれば、今後の日本の容器包装リ

サイクル制度におけるＥＰＲとして事業者が積極的に役割を果たしていく方向
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は、発生抑制に重点をおくことが適当である。 
商品を選択・購入するのは消費者であることから、容器包装の発生抑制には

消費者の行動変革が不可欠である。しかしながら、食品の容器包装に係る費用

の価格転嫁は商品価格と比較してわずかであり、消費者の選択・購入行動の変

革には不十分である。発生抑制の観点からは、事業者の負担を増やしたとして

も効果が薄く、むしろ事業者はじめ各主体が連携しながら消費者の行動変革を

目的として情報的責任を果たしていくべきである。 
特に消費者の行動変革を進めるための消費者教育については、これまでも商

品購入の現場である小売業や市町村を中心としつつ各主体で取り組まれている

が、さらに事業者、市町村、ＮＰＯ等が連携してコミュニケーションを深め、

消費者の具体的な行動変革につなげるという明確な意識を共有して進めていく

ことが適当である。 
具体的には、環境配慮設計の推進とその効果・意義についての消費者との相

互理解促進を目的として、各主体が協働するコンソーシアムのような形で、主

体間のコミュニケーションを進めることが必要である。 
市町村における容器包装廃棄物に係る財政事情の改善については、自治体の

容器包装廃棄物に係る実態把握を行いながら、コスト削減に向けた分析や工夫

の余地を検討すべきではないか。 
市町村の選別作業と再商品化事業者の選別作業の一体化については、コスト

削減のために行われるべきものである。このため、分別基準適合物の品質基準

のあり方、容器包装リサイクル協会によるプラスチック製容器包装に係る実証

試験結果の分析、現場の選別作業の実態、一体化によるコスト削減効果等を精

査した上で検討することが必要ではないか。 

 
② 効率的な分別・回収方法（９月３０日の第７回懇談会での検討事項） 
＜問題意識＞ 
スーパーマーケット等の店頭において、食品トレーやＰＥＴボトル、飲料用

紙製容器などが清潔かつ異物の少ない形で回収されており、小売事業者の自主

的な取組として容器包装リサイクル法の対象外として運用されている。 
小売事業者からは回収箱の設置や運営、回収物の収集運搬等に係るコストが

かかることから、店頭回収のインセンティブを検討してほしいとの声がある。

また、廃棄物処理法上「専ら物」とされ、その規制がかからない缶や段ボール

と異なり、廃棄物処理法の適用関係が自治体によってばらつきがあり、回収物

の収集運搬に当たり商品の戻り便の活用や広域での収集等が難しく、円滑かつ

効率的な店頭回収の妨げとなっている。 

 
③ プラスチック製容器包装の再商品化手法の見直し 
＜問題意識＞ 
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事業者が容器包装リサイクル協会（以下「容リ協」という。）に支払う再商品

化委託料金のほとんどはＰＥＴ以外のプラスチック製容器包装に係るものであ

り、容リ協の入札の落札単価（平成２６年度）は、漸減傾向にはあるものの、

材料リサイクルが約６万３千円／トン、ケミカルリサイクルが約４万４千円／

トンとなっている（図４）。 

 

 

 
また、プラスチック製容器包装のリサイクルにおいては材料リサイクルの優

先枠が５０％と設定され、平成２２年１０月の「プラスチック製容器包装の再

商品化手法及び入札制度の在り方に係るとりまとめ」3において、その優先的取

扱いを直ちに廃止すると結論付けるに十分な材料が得られているとまでは言い

難いため、容器包装リサイクル法の次期見直しまでの間、材料リサイクルの優

先的取扱いを継続することとされ、次期見直しの際に根本から再検討すべきと

されている。材料リサイクルの場合、他工程利用として残渣が約５０％でてお

り、その残渣はＲＰＦ化等により熱回収に回されていることから、プラスチッ

ク製容器包装の約２５％は熱回収に回されているのが実態である（ただし、当

該熱回収のエネルギー利用率等の条件は規定されていない。）。しかしながら、

プラスチック製容器包装の再商品化手法としての入札においてＲＰＦ等の熱回

収は高いエネルギー利用率で緊急避難的な場合に限られ、入札の実績はないと

ころである。一方、欧州では、一定程度リサイクルした上で、エネルギー利用

も認められている。 
また、プラスチック製容器包装の種類の多様性から材料リサイクルの高品質

                                                  
3 中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審
議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合 

【図４】 

出典：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 
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化には自ずと一定の限界があり、特に食品の容器包装の一部は付着物が多く材

料リサイクルに不向きな面がある。さらに、材料リサイクルにより得られたペ

レットの直近５年間の価格は、平均して１０～２０円／キロ程度で推移してい

るとともに、材料リサイクルにおける再商品化製品の最終用途の約７割はパレ

ットや土木建築用資材であり、材料リサイクルにおける再商品化製品の工業製

品化等の高付加価値化が進んでいないところである。 

 
＜対応方向＞ 
容器包装リサイクル制度において、リサイクルは事業者の役割であることか

ら、事業者が費用負担者としてその手法のあり方やコスト削減にも責任を果た

していくことが必要ではないか。プラスチック製容器包装のリサイクル費用の

低減を進めるために、材料リサイクルとケミカルリサイクルの間の競争のあり

方やそれぞれの手法内における競争のあり方について、どのような方策が考え

られるか。また、プラスチック製容器包装の約２５％は熱回収されているとい

う実態も踏まえ、熱回収の取扱いをどうするべきか。 

 
④ 合理化拠出金制度 
＜問題意識＞ 
前回の法改正で創設された市町村への合理化拠出金は、市町村と事業者が協

力して合理化を図り、品質向上への貢献と再商品化費用の低減の度合により事

業者から市町村へ拠出金を出す仕組みである。 
合理化拠出金の拠出総額は平成２０～２２年度は約１００億円前後で推移し、

平成２３～２５年度は約２０億円前後と減少しているが、これは本制度が予定

していた品質向上と社会的コスト削減という合理化効果がでている証左である。 
一方、漸減傾向にある合理化拠出金制度について、市町村から拠出額の増加

を求める声もある。 

 
＜対応方向＞ 

合理化拠出金制度は、社会コストの低減を進めるために導入された制度であ

り、この制度を活用し、更なる社会コストの低減を進めることができるのでは

ないか。 

 
⑤ ＰＥＴボトルの国内循環 
＜問題意識＞ 
使用済みＰＥＴボトルは市町村により約３０万トンが分別収集されているが、

６割の市町村は容リ協へ全量引き渡しているものの、１割の市町村は一部引き

渡し、３割の市町村は全量独自処理を行っており、容リ協へ引渡しは約２０万

トンで、残りの約１０万トンは独自処理され、海外にも一部輸出されている。
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一部引渡しを行う市町村は減少傾向、独自処理を行う市町村の数は横ばいとな

っている。 
前回の法改正に伴い、基本方針に「容器包装廃棄物の再商品化のための円滑

な引渡し」に関する事項が追加されたが、環境省の調査4によれば、独自処理の

最終利用先まで市民に情報提供している市町村は約６％であり、市民が分別排

出に協力した使用済みＰＥＴボトルがどのような形でリサイクルされているの

かを市民が自ら確認することが困難となっている。 
また、２０１１年に新たにボトル toボトルの水平リサイクル技術が実用化さ
れ、飲料メーカー中心にこの水平リサイクルによる再生ボトルを使用し、資源

を国内循環する取組が開始されている。繊維やシートといった従来用途ともバ

ランスのとれたＰＥＴボトルのリサイクルを推進していくため、ＰＥＴボトル

の国内循環量の確保が必要である。 

 
＜対応方向＞ 
市民の協力により分別収集された使用済みＰＥＴボトルは、国内の循環資源

としてリサイクルされることが望ましいのではないか。市町村が容リ協へ円滑

に引渡しをするためには、どうすればよいか。 
市町村が独自処理する場合には、市民がＰＥＴボトルのリサイクルの行方を

確認できるようにすべきではないか。 

 
（３）その他 
① 製品プラスチック・役務プラスチックの扱い（９月３０日の第７回懇談会

での検討事項） 
＜問題意識＞ 
事業者が容リ協に支払う再商品化委託料金のほとんどはＰＥＴ以外のプラス

チック製容器包装に係るものであり、そのコスト削減が課題となっている。プ

ラスチック製容器包装については、平成２５年度に約６７万トンが回収されて

いるが、リサイクラーの処理能力の総計は回収量に対し、およそ２倍にのぼっ

ており、回収量の増加に対応できる。また、消費者の分別排出や市町村におけ

る選別工程において、容器包装リサイクル法の対象となる容器包装と対象とな

らない製品プラスチック・役務プラスチックの区別が分かりづらく、製品プラ

スチック、役務プラスチックも対象とし、回収量の増加を図るべきとの声があ

る一方、容器包装リサイクル法の範囲を超えることから、中長期的に別の場で

議論すべきとの声がある。 
また、指定ごみ袋は収集されたプラスチック製容器包装の約３～４％と一定

量を占め、プラスチック製容器包装を分別収集する場合に市町村が用いている

が、容器包装リサイクル法の対象となっておらず分別基準適合物の異物となる

                                                  
4 平成２５年度 廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査（環境省） 
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ことから、現在市町村が分別基準適合物化に当たり除去しているところである。

一部市町村から、指定ごみ袋はプラスチック製容器包装と同種の素材であり、

コスト削減のため分別基準適合物から除去不要としてほしいとの声がある。 

 
② 環境配慮素材の扱い（９月３０日の第７回懇談会での検討事項） 
＜問題意識＞ 
 低炭素社会構築の観点から、バイオプラスチックなどの環境配慮素材の容器

包装への活用事例がみられるところであるが、容器包装リサイクル法では環境

配慮素材を利用した場合の特段のインセンティブは位置付けられておらず、環

境配慮素材の更なる活用促進のために再商品化委託料金の減額等のインセンテ

ィブを検討すべきとの声がある。 

 
③ ただ乗り事業者対策（９月３０日の第７回懇談会での検討事項） 
＜問題意識＞ 
 平成１２年の容器包装リサイクル法完全施行から１０年以上が経過している

が、依然として再商品化義務を履行していないただ乗り事業者が存在する。現

状においては、国の地方組織を通じて、事業者指導が行われているところであ

るが、事業者の公平性の確保や行政コスト削減の観点から、効率的かつ効果的

なただ乗り事業者対策を検討することが必要である。 

 
④ 委託料金の徴収支払方法（９月３０日の第７回懇談会での検討事項） 
＜問題意識＞ 
 全国各地に多数のフランチャイズ加盟店、支店を有する小売業や外食産業に

ついては、本部で一括して加盟店、支店分の再商品化委託料金等の徴収や支払

い・精算手続きを実施しているところであるが、合理化拠出委託料金は支払い

から精算までに３年間かかるなど、本部の事務コストが大きいことから、その

方法の合理化を検討してほしいとの声がある。その際、プラスチック原料製造

や容器包装製造等のサプライチェーンの上流に一括して課金すれば、下流での

事務コストが不要となるとの声がある。 


